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解禁：取締り実施後 酒 田 河 川 国 道 事 務 所

特殊車両の指導・取締りを実施

国土交通省酒田河川国道事務所は、一般国道７号菅里検測所において、
酒田警察署の協力のもと、特殊車両の指導取締りを実施します。

この取締りは、道路の保全と交通の危険防止を図るため、特殊車両通行
許可が適正に履行されているかを確認し、違反車両に対しては必要な措置
を命じることを目的として実施しているものです。

取締日時：平成２５年 ９月１２日(木）１３時３０分～１５時３０分
注）天候等の事情により９月１３日（金）に延期又は中止となる場合が

ございますのでご了承願います。

取締場所：菅里検測所 （一般国道７号 遊佐町菅里 地内）

◆位置図◆ ◆前回の指導取締りの様子◆

◇留意事項◇
取締りの報道解禁は、取締実施日の１５時３０分以降とさせて

いただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

《発表記者会 酒田記者クラブ 鶴岡記者会》
問い合わせ先

国土交通省 酒田河川国道事務所
道路管理課長 加藤 恒 TEL 0234-27-3331（代）
酒田国道維持出張所長 篠田 耕二 TEL 0234-34-2331

菅里検測所
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国土交通省 酒田河川国道事務所
〒998-0011
 　山形県酒田市上安町1-2-1
　 TEL 0234-27-3331
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  ○平成２４年６月発生
　 セミトレーラーが反対車線にはみ出し、歩道橋の階段部分に衝突

　






